
令和４年１月２４日 

砧総合支所街づくり課 

 

東京都市計画地区計画の変更（世田谷西部地域大蔵･岡本･鎌田･瀬田地区） 

及び関連都市計画の変更等について 

 

１ 主旨 

当該地区は、世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画の区域内であり、こ

れまで、主に建替えを契機として街づくりを誘導してきたところである。令和２年４月１

日には、当該地区内に計画されている東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２１６号線

（大蔵六丁目及び鎌田四丁目区間）及び同第２１３号線の一部（西谷戸橋手前まで）（以下

「補助２１６号線（大蔵Ⅱ期）」という。）が事業認可された。これを契機として、補助２

１６号線（大蔵Ⅱ期）沿道（以下「補助２１６号線沿道地区」という。）について、地区幹

線道路沿道に適した街づくりの検討を進めてきた。 

このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を変更し、併せて地区街

づくり計画を変更するため報告する。 

 

２ 対象地区 

 

世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区 
地区計画区域 

打越地区地区計画区域 

鎌田前耕地地区地区計画区域 

地区計画及び地区街づくり計画
変更予定区域 

（補助２１６号線沿道地区） 

今回事業着手区間 
（事業中） 

凡例  

都市計画道路 

（補助２１６号線）  

 

完成区間 

事業中 



３ これまでの経緯 

平成５年 ８月 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画決定 

平成７年 ６月 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区街づくり計画策定 

令和２年 ４月 補助２１６号線（大蔵Ⅱ期）都市計画事業認可 

６月 街づくり意見交換会開催 

９月 街づくり意見交換会（たたき台説明会）開催 

令和３年 ２月 都市整備常任委員会（素案の報告） 

地区計画変更（素案）説明会開催 

８月 都市計画審議会（１６条予告） 

９月 都市計画法第１６条による地区計画変更（原案）の公告・縦覧及び 

説明会開催 

１０月 都市計画審議会（１６条報告・１７条予告） 

１１月 都市整備常任委員会（案の報告） 

１２月 都市計画法第１７条による地区計画等変更（案）の公告・縦覧 

    世田谷区街づくり条例第１４条による地区街づくり計画変更（案） 

    の公告・縦覧 

  令和４年 １月 都市計画審議会（諮問） 

 

４ 地区計画変更（案）について【別紙１】 

（１）名称 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画 

（２）位置 世田谷区大蔵六丁目、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁目、鎌田三丁目、 

鎌田四丁目、瀬田四丁目及び瀬田五丁目各地内 

（３）面積 約１０６．３ｈa 

（４）地区計画の目標（変更部分のみ） 

面整備事業や都市計画道路事業に着手した地区についても、周辺アクセス道路 

の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 

（５）地区整備計画（変更部分のみ） 

①地区の区分の追加  ：補助２１６号線沿道地区 

②建築物等に関する事項：容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最 

低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度、形態又 

は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限 

 

５ 関連する都市計画の変更等 

（１）高度地区の変更〔世田谷区決定〕【別紙２】 

（２）用途地域の変更〔東京都決定〕【別紙３】 

（３）世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区街づくり計画の変更【別紙４】 

   ※地区計画の内容に、建築物の構造に関する防火上必要な制限、小広場の整備等

を追加。 

 

 



６ 都市計画変更（案）及び地区街づくり計画変更（案）に対する縦覧・意見書について 

 縦覧期間    令和３年１２月１４日～令和３年１２月２８日 

 意見書提出期間 令和３年１２月１４日～令和３年１２月２８日 

  意見書の提出  なし 

  

７ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年２月 都市整備常任委員会（決定の報告） 

 東京都都市計画審議会付議（東京都市計画用途地域の変更） 

      ３月 都市計画及び地区街づくり計画変更決定・告示 



 

東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

都市計画世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画を次のように変更する。 

  

名   称 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区大蔵六丁目、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁目、鎌田三丁目、鎌田四丁目、瀬田四丁目及び瀬田五丁目各地内 

面   積 ※ 約１０６.３ｈａ 

地区計画の目標 当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等の基盤施

設が未整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住宅地が形成されつつある。 

当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあたっては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整理事業を

含めた面整備事業等に合わせて行うものとする。 

本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地等低・未

利用地の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な住宅地の形成を図

る。  

また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導により推

進するなどして、幹線道路から著しく離れている地区等の事業可能性の増進に寄与するとともに、面整備事業や都市計画道路

事業に着手した地区についても、周辺アクセス道路の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 

以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体における住宅市街地としての都市機能の向上を図ることを目標

とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る

方
針 

土地利用の方針 都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すとともに農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地が共存す

る農園住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用との調和を目指す。 

面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活用した緑

豊かで潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導する。また、都市計画道路事業に着手した地区においては、低層住宅地

との調和を図り、事業効果に応じて生活利便施設などが適切に配置される中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

一方、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠点を確保

し、事業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地として、新たな土地利用を誘導する。 

地区施設の整備の方

針                 
地区の防災性、利便性及び快適性を確保し、良好な住宅市街地の形成を図るため基盤整備の目標は、区域面積に対して道路

率を１８％以上、公園率を３％以上とする。 

未整備地区においては、事業導入のための道路の確保及び当面の期間における安全性の向上を図るため、区画道路を適切に 



 

   

 

               配置する。なお、区画道路の指定にあたっては、既存道路を尊重するとともに、新設道路についてもネットワーク形成等を考

慮の上定めるものとする。 

 

建築物等の整備の方

針                 
良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区においては、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積率の最

高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定める

ものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

補助２１６号線沿道地区においては、景観を考慮しつつ良好な居住環境の形成を図るため、壁面の位置の制限、建築物等の

高さの最高限度を定める。 

その他当該地区の整

備、開発及び保全に

関する方針 

１ 補助２１６号線沿道地区では、みどり豊かで潤いのある街並み空間の形成のため、積極的な既存樹木の保全や新たなみど

りの創出に努める。 

２ 補助２１６号線沿道地区では、建築物の敷地内に浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸透側溝又は貯留施設など、

雨水の河川等への流出を抑制するための施設の整備を促進し、浸水被害の防止及び水環境の保全等に努める。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第１号に該当する道路及びこの地区計画の

告示以降に同号に該当することとなる道路を区画道路とする。なお、当該道路の現況幅員が６ｍ未満の場合については、その

計画幅員を６ｍとする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する区域には、区画道路を配置しない。 

１ 次の公告（以下「土地区画整理事業の認可等の公告」という。）のあった区域 

(1) 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９条第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公

告及び同法第１０条第３項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

(2) 土地区画整理法第２１条第３項の規定による土地区画整理組合の設立についての認可の公告及び同法第３９条第４項

の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

(3) 土地区画整理法第５１条の９第３項の規定による土地区画整理事業の施行についての認可の公告及び同法第５１条の

１０第２項の規定による事業計画の変更についての認可の公告 

(4) 土地区画整理法第５５条第９項及び第６９条第７項の規定による事業計画の決定の公告並びに同法第５５条第１３項

及び第６９条第１０項の規定による事業計画の変更の公告 

(5) 土地区画整理法第７１条の３第１１項の規定による施行規程及び事業計画の認可の公告並びに同条第１５項の規定に 



 

   よる施行規程及び事業計画の変更の認可の公告 

２ 道路の築造を伴う開発行為で都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定による工事が完了した旨の

公告（以下「開発許可の工事完了公告」という。）のあった区域 

 建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地 区 

の区分 

名 称 住宅地区 補助２１６号線沿道地区 

面 積 約１０３.９ｈａ 約２.４ｈａ 

建築物の容積率の最

高限度 ※ 
８／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、こ

の限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市

計画施設として定められた道路（以下「都市計画道路」とい

う。）の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又

は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告の

あった区域の場合 

― 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の建蔽率の最

高限度 
４／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地（風致地区にあ

っては、東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。

以下「風致地区条例」という。）に基づき許可（風致地区条例

第３条第１項に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例

第５条第１項第５号ただし書きの規定に該当するものに限

る。）をいい、風致地区条例第３条第３項の規定に基づく協議

を含む。以下同じ。）を受けた敷地）にあっては、この限りで

ない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市

計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又

は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告の

あった区域の場合 

４／１０ 

ただし、風致地区条例に基づき許可を受けた場合は、この

限りでない。 



 

 

「区域及び地区の区分は、計画図表示のとおり」                                        ※は知事協議事項 

理由：補助２１６号線の事業化に伴い、沿道の土地利用を適切に誘導するため、世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画を変更する。 

 

  建築物の敷地面積の

最低限度 
１００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、こ

の限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市

計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又

は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告の

あった区域の場合 

１００㎡ 

 

 

壁面の位置の制限 ― 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、道路

境界線から２ｍ以上、その他の境界線から１.５ｍ以上とす

る。ただし、風致地区条例に基づき許可を受けた場合は、こ

の限りでない。 

建築物等の高さの最

高限度 
― １５ｍ 

建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限 

建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものとする。 １ 建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものと

する。 

２ 屋外広告物等を設置する場合は、美観・風致を損なわな

いものとする。 

垣又はさくの構造の

制限 
法第４２条第１項第１号又は第２号に該当する道路に面し

て垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑

化したものなどとする。ただし、高さが６０ｃｍ以下の部分に

ついてはこの限りでない。 

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェン

ス等に沿って緑化したものなどとする。ただし、高さが６０

ｃｍ以下の部分についてはこの限りでない。 



 

変更概要 

  は、変更箇所及び追加箇所を示す。   

事 項 旧 新 摘要 

名称 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画 世田谷西部地域大蔵・岡本・鎌田・瀬田地区地区計画  

位置 ※ 世田谷区大蔵六丁目、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁

目、鎌田三丁目、鎌田四丁目、瀬田四丁目及び瀬田五丁目各

地内 

世田谷区大蔵六丁目、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁

目、鎌田三丁目、鎌田四丁目、瀬田四丁目及び瀬田五丁目各

地内 

 

面積 ※ 約１０６.３ｈａ 約１０６.３ｈａ  

地区計画の目標 当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑

豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等の基

盤施設が未整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住

宅地が形成されつつある。 

当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあた

っては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整理事

業を含めた面整備事業等に合わせて行うものとする。 

本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業

の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地等

低・未利用地の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘

導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な住宅地

の形成を図る。 

また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低

限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導によ

り推進するなどして、幹線道路から著しく離れている地区等

の事業可能性の増進に寄与するとともに、事業に移行した地

区についても、周辺アクセス道路の充実や土地利用制限の段

階的解除などによって支援する。 

以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体

における住宅市街地としての都市機能の向上を図ることを目

標とする。 

当該区域は、世田谷区西部に位置し、農地等の散在する緑

豊かな郊外住宅地である。区域の状況は、道路、公園等の基

盤施設が未整備なまま市街化が進行し、防災上問題のある住

宅地が形成されつつある。 

当地区内の都市計画道路、公園・緑地等の整備推進にあた

っては、道路及び公園緑地整備方針に従い、土地区画整理事

業を含めた面整備事業等に合わせて行うものとする。 

本計画は、地区における土地区画整理事業等の面整備事業

の導入を推進し、市街地の総合的な整備を目指す。農地等

低・未利用地の市街化に際しては、積極的に面整備事業の誘

導を行うことにより適切な基盤施設を整備し、良好な住宅地

の形成を図る。 

また、面整備事業導入までの経過的段階においては、最低

限必要な区画道路の整備を、本計画における規制・誘導によ

り推進するなどして、幹線道路から著しく離れている地区等

の事業可能性の増進に寄与するとともに、面整備事業や都市

計画道路事業に着手した地区についても、周辺アクセス道路

の充実や土地利用制限の段階的解除などによって支援する。 

以上のような段階的整備を推進することにより、地区全体

における住宅市街地としての都市機能の向上を図ることを目

標とする。 

面整備事業の

ほか、都市計

画道路事業を

追加 

 

 



 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の 

方針 

都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すととも

に農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地が共

存する農園住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用

との調和を目指す。 

面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整

備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活用し

た緑豊かで潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導す

る。 

 

 

 

また、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」

という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠点を

確保し、事業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地とし

て、新たな土地利用を誘導する。 

都心周辺の住宅地として、緑豊かな環境を生み出すととも

に農地等の自然的環境を保護・育成する。農地と住宅地が共

存する農園住区として宅地系土地利用と農・緑地系土地利用

との調和を目指す。 

面整備事業による整備の行われていない地区（以下「未整

備地区」という。）においては、既存の農・緑地等を活用し

た緑豊かで潤いのある低層住宅地としての土地利用を誘導す

る。また、都市計画道路事業に着手した地区においては、低

層住宅地との調和を図り、事業効果に応じて生活利便施設な

どが適切に配置される中高層住宅地として、新たな土地利用

を誘導する。 

一方、面整備事業による整備済地区（以下「整備済地区」

という。）においては、公園・緑地を中心とした緑の拠点を

確保し、事業効果に応じた良好な中層又は中高層住宅地とし

て、新たな土地利用を誘導する。 

都市計画道路

事業に着手し

た地区に対す

る方針を追加 

建築物等の 

整備の方針 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区において

は、地区施設整備の進捗に応じて、建ぺい率の最高限度、容

積率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見

合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定

めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のた

め、垣又はさくの構造の制限を定める。 

良好な居住環境の形成を図るため、未整備地区において

は、地区施設整備の進捗に応じて、建蔽率の最高限度、容積

率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。 

整備済地区においては、その整備水準及び地区の特性に見

合う土地利用を誘導するため、必要に応じて新たな制限を定

めるものとする。 

景観を考慮した緑豊かで潤いのある街並み空間の形成のた

め、垣又はさくの構造の制限を定める。 

補助２１６号線沿道地区においては、景観を考慮しつつ良

好な居住環境の形成を図るため、壁面の位置の制限、建築物

等の高さの最高限度を定める。 

建築基準法改

正に合わせ、

建蔽率を漢字

で表記 

 

補助２１６号

線沿道地区に

対する方針を

追加 

  



 

 ― ― その他当

該地区の

整備、開

発及び保

全に関す

る方針 

１ 補助２１６号線沿道地区では、みどり豊か

で潤いのある街並み空間の形成のため、積極

的な既存樹木の保全や新たなみどりの創出に

努める。 

２ 補助２１６号線沿道地区では、建築物の敷

地内に浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗

装、浸透側溝又は貯留施設など、雨水の河川

等への流出を抑制するための施設の整備を促

進し、浸水被害の防止及び水環境の保全等に

努める。 

補助２１６号

線沿道地区に

対し、緑化、

雨水流出抑制

施設に係る事

項を追加 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

― ― 

地区の 

区分 

名称 住宅地区 補助２１６号線沿道地区 
地 区 を 区 分
し 、 住 宅 地
区、補助２１
６号線沿道地
区を追加 

― ― 
面積 約１０３.９ｈａ 約２.４ｈａ 

建築物の容

積率の最高

限度 ※ 

８／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、

この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市

計画施設として定められた道路（以下「都市計画道路」と

いう。）の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又

は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告の

あった区域の場合 

８／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに

該当する敷地にあっては、この限

りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべて

の区画道路の部分及び都市計画

施設として定められた道路（以

下「都市計画道路」という。）の

部分が、道路として整備された

当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の

公告のあった区域の場合又は道

路の築造を伴う開発行為で開発

許可の工事完了公告のあった区

域の場合 

― 補助２１６号

線沿道地区の

容積率制限を

削除 



 

  建築物の建

ぺい率の最

高限度 

４／１０ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地（風致地区に

あっては、東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３

６号。以下「風致地区条例」という。）に基づき許可（風致

地区条例第３条第１項に基づく建築物の建築に係る許可（風

致地区条例第５条第１項第５号ただし書きの規定に該当する

ものに限る。）をいい、風致地区条例第３条第３項の規定に

基づく協議を含む。）を受けた敷地）にあっては、この限り

でない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市

計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又

は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告の

あった区域の場合 

建築物の建

蔽率の最高

限度 

 

４／１０ 

ただし、次の各号

のいずれかに該当す

る敷地（風致地区に

あっては、東京都風

致地区条例（昭和４

５年東京都条例第３

６号。以下「風致地

区条例」という。）に

基づき許可（風致地

区条例第３条第１項

に基づく建築物の建

築に係る許可（風致

地区条例第５条第１

項第５号ただし書き

の規定に該当するも

のに限る。）をいい、

風致地区条例第３条

第３項の規定に基づ

く協議を含む。以下

同じ。）を受けた敷

地）にあっては、こ

の限りでない。 

１ 建築物の敷地に

接するすべての区

画道路の部分及び

都市計画道路の部

分が、道路として 

４／１０ 

ただし、風致地区条

例に基づき許可を受け

た場合は、この限りで

ない。 

補助２１６号

線沿道地区の

風致地区条例

の緩和条件を

変更 



 

     整備された当該敷

地の場合 

２ 土地区画整理事

業の認可等の公告

のあった区域の場

合又は道路の築造

を伴う開発行為で

開発許可の工事完

了公告のあった区

域の場合 

  

  建築物の敷

地面積の最

低限度 

１００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する敷地にあっては、

この限りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべての区画道路の部分及び都市 

計画道路の部分が、道路として整備された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の公告のあった区域の場合又

は道路の築造を伴う開発行為で開発許可の工事完了公告の

あった区域の場合 

１００㎡ 

ただし、次の各号のいずれかに

該当する敷地にあっては、この限

りでない。 

１ 建築物の敷地に接するすべて

の区画道路の部分及び都市計画

道路の部分が、道路として整備

された当該敷地の場合 

２ 土地区画整理事業の認可等の

公告のあった区域の場合又は道

路の築造を伴う開発行為で開発

許可の工事完了公告のあった区

域の場合 

１００㎡ 補助２１６号

線沿道地区の

ただし書きを

削除 

  ― ― 壁面の位置

の制限 

― 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面まで

の距離は、道路境界線

から２ｍ以上、その他

の境界線から１．５ｍ 

補助２１６号

線 沿 道 地 区

に、風致地区

条例による規

定を追加 
  



 

      以上とする。ただし、

風致地区条例に基づき

許可を受けた場合は、

この限りでない。 

 

  ― ― 建築物等の

高さの最高

限度 

― １５ｍ 補助２１６号

線沿道地区に､

風致地区条例

による規定を

追加 

  建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

 

建築物等の形態及び意匠は、周囲と調和の取れたものとす

る。 

建築物等の形態及び意匠は、周

囲と調和の取れたものとする。 

１ 建築物等の形態及

び意匠は、周囲と調

和の取れたものとす

る。 

２ 屋外広告物等を設

置する場合は、美

観・風致を損なわな

いものとする。 

補助２１６号

線 沿 道 地 区

に、屋外広告

物に関する規

定を追加 

  垣又はさく

の構造の制

限 

法第４２条第１項第１号又は第２号に該当する道路に面し

て垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って

緑化したものなどとする。ただし、高さが６０ｃｍ以下の部

分についてはこの限りでない。 

法第４２条第１項第１号又は第

２号に該当する道路に面して垣又

はさくを設ける場合は、生垣又は

フェンス等に沿って緑化したもの

などとする。ただし、高さが６０

ｃｍ以下の部分についてはこの限

りでない。 

道路に面して垣又は

さくを設ける場合は、

生垣又はフェンス等に

沿って緑化したものな

どとする。ただし、高

さが６０cm 以下の部分

についてはこの限りで

ない。 

補助２１６号

線沿道地区に

おいて、補助

２１６号線沿

道等も含むす

べての道路を

対象に追加 
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参  考  

都市計画の案の理由書 

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区計 画  

  世 田 谷 西 部 地 域 大蔵 ・ 岡本 ・鎌 田・ 瀬 田地 区地 区計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、世 田 谷 区の 西側 に 位置 し、「 世 田谷 区都 市整 備方 針

（平 成２ ７ 年 ４ 月）」に おい て、平成 ５年 ８ 月に 策定 した「世 田

谷 西部 地 域 大 蔵 ・ 岡本 ・ 鎌 田 ・ 瀬 田地 区 地 区 計 画 」に 基 づ き 、

み どり 豊 か な 住 環 境を 生 み 出 す と とも に 、 農 地 な どの 自 然 環境

を 保全 、 育 成 し 、 農地 と 住 宅 地 が 共存 す る 街 づ く りを 進 め てい

く地 区と し てア クシ ョン エ リア に位 置付 け られ てい る 。  

本 地 区 で は 、 令 和 ２年 ４ 月 に 、 東 京都 市 計 画 道 路 幹線 街 路 補

助 線街 路 第 ２ １ ６ 号線 （ 大 蔵 六 丁 目及 び 鎌 田 四 丁 目区 間 ） 及 び

同第 ２１ ３ 号線 の一 部（ 西谷 戸 橋手 前ま で）（以 下「 補助 ２１ ６

号線（大 蔵 Ⅱ期 ）」 と い う 。）が 事 業認 可さ れ 、今 後、道路 事 業

用 地の 取 得 に 伴 い 、沿 道 の 土 地 利 用の 検 討 を 進 め てい く こ とに

なる 。  

ま た 、 補 助 ２ １ ６ 号線 （ 大 蔵 Ⅱ 期 ） の 整 備 に 合 わ せて 、 後 背

の 低層 住 宅 地 と の 調和 を 図 り 、 生 活利 便 施 設 な ど が適 切 に 配置

さ れる 中 高 層 住 宅 地と し て 、 沿 道 の土 地 利 用 を 適 切に 誘 導 する

ため 、 地 区 計画 を変 更す る もの であ る 。  



東京都市計画高度地区の変更（世田谷区決定） 

 

都市計画高度地区を次のように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
高
限
度
） 

第１種 

高度地区 

約   ha 

2,906.2 
（2,910.4

） 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同

じ。）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離の 0.6 倍に５メートル

を加えたもの以下とする。 

 

第２種 

高度地区 

約  ha 

70.9  

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に５

メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が

８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平距

離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１５メートルを

加えたもの以下とする。 

第３種 

高度地区 

約  ha 

173.3 

(173.3) 

 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に１

０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離

が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平

距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に２０メートル

を加えたもの以下とする。 

１５ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

13.0 

1. 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

は、１５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の

0.6倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

124.1 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

の 0.6倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

8.3 

 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25

倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水

平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方

向の水平距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１

５メートルを加えたもの以下とする。 



 

（
最
高
限
度
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１９ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

1,648.2 

(1,644.0) 

1. 建築物の高さは、１９メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

 

２５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

145.6 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

２８ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

10.5 

 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

３１ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

154.5 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

47.1 

 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 



 

（
最
高
限
度
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２５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

5.6 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

２８ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

77.6 

(77.7) 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

３１ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

75.5 

 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 

92.6 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

小 計 

約  ha 

5,552.9 

(5,553.0) 

 

 

 



 

（
最
高
限
度
） 

 

１ 制限の緩和 

この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、

第２号の規定については、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部

分の高さの最高限度（以下「斜線型高さ制限」という。）が定められている場合におい

て、その高さを算定するときに限る。 

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面

等」という。）がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合に

おいては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面等に接する隣地境界線は、

当該水面等の幅の２分の１だけ外側にあるものとみなす。 

(2) 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道

路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合におい

ては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。）より１メートル以上低い場合にお

いては、当該敷地の地盤面は当該高低差から１メートルを減じたものの２分の１だ

け高い位置にあるものとみなす。 

 

２ 一定の複数建築物に対する制限の特例 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第８６条第

１項及び第３項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。）の規定による一団地については、当該一団地を１又は２以上の建築物の一の

敷地とみなす。 

(2) 基準法第８６条第２項及び第４項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による一定の一団の土地の区域については、当該

一定の一団の土地の区域を当該区域内の建築物の一の敷地とみなす。 

 

３ 既存不適格建築物等に対する適用の除外 

この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事

中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分

に対しては、当該規定は適用しない。 

 

４ 一団地の住宅施設等に係る建築物に対する適用の除外 

次の各号のいずれかに該当する建築物については、この規定による建築物の高さの

最高限度から斜線型高さ制限を除いた建築物の高さの最高限度（以下「絶対高さ制限」

という。）に係る規定は適用しない。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第８条第１項第

３号の規定による高度利用地区に係る建築物 

(2) 法第１１条第１項第８号の規定による一団地の住宅施設に係る建築物 

 



 

（
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５ 特定行政庁の許可による特例 

次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建築基準法上の

事務について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。）が許可したものについては、

斜線型高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、特定行政庁は、第２号

又は第３号に該当するものについて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意

を得るものとする。 

(1) 都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で、土地利用上適当と認

められるもの 

(2) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３８８号。以下「施行令」という。）第１

３６条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に総合的な設計に

基づいて建築される建築物 

(3) その他公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況等により環境上支障がないと

認められる建築物 

 

６ 地区計画等の区域内の建築物の特例 

(1) 法第１２条の４第１項の規定により定められた同項各号に掲げる計画の区域の

うち、法第１２条の５第２項第１号に規定する地区整備計画、密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第３２条第２項第２

号に規定する防災街区整備地区整備計画、又は幹線道路の沿道の整備に関する法律

（昭和５５年法律第３４号）第９条第２項第１号に規定する沿道地区整備計画（以

下「地区整備計画等」という。）において建築物の高さの最高限度に係る規定（以下

「地区計画規定」という。）を有する区域においては、絶対高さ制限に係る規定を当

該地区計画規定に読み替えて適用する。ただし、当該地区計画規定において建築物

の高さの最高限度の制限が適用されない建築物又は建築物の部分は、この限りでな

い。 

(2)  本項の規定を告示する日において、既に定められた地区整備計画等に地区計画

規定を有する区域においては、第１号の本文の場合において読み替えて適用する絶

対高さ制限の上限を、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右欄

に定めるものとする。 

 

 

 

既に地区計画規定を有する区域における絶対高さ制限の上限

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区、16ｍ第１種高度地区 30ｍ

16ｍ第２種高度地区、19ｍ第２種高度地区
25ｍ第２種高度地区、28ｍ第２種高度地区
31ｍ第２種高度地区、45ｍ第２種高度地区
25ｍ第３種高度地区、28ｍ第３種高度地区
31ｍ第３種高度地区、45ｍ第３種高度地区

45ｍ
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７ 市街地環境の向上に資する建築物の特例 

(1) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が５００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めたものに係る絶

対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右

欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が３，０００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めて許可した

ものに係る絶対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に

応じ、同表右欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号及び第２号の規定は、６「地区計画等の区域内の建築物の特例」の規定（第

１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物には適用しない。 

(4) 区長は、第２号の規定により許可するときは、あらかじめ、学識経験者等で構成

する委員会の意見を聴くものとする。 

 

８ 公益上やむを得ない建築物等の特例 

公益上やむを得ない、又は周囲の状況等により環境上支障がない建築物として区長

が認めて許可したものは、絶対高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、

区長が許可するときは、あらかじめ、学識経験者等で構成する委員会の意見を聴くも

のとする。 

 

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　認定）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 19.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 25.0ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 31.0ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 34.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 37.0ｍ

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　許可）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区 18.0ｍ

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 22.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 28.5ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 37.5ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 42.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 45.0ｍ
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９ 総合設計許可制度等を活用する建築物の特例 

次の各号の一に該当する建築物で区長が認めたものについては、絶対高さ制限に係

る規定は適用しない。 

(1) 基準法第５９条の２、第８６条第３項及び第４項に基づく許可を受けた建築物

で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０

５条に基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えない

もの 

 

１０ 絶対高さ制限既存不適格建築物の建替えに関する特例 

(1) 本項の規定を告示する日において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築物のうち、絶対高さ制限に係る規定に適合しない部分を有

する建築物（絶対高さ制限に係る規定に適合するに至った建築物を除く。）の建替え

を行う建築物で、既存の規模の範囲内での建替えであると区長が認めたものについ

ては、絶対高さ制限に限り適用しない。ただし、６「地区計画等の区域内の建築物

の特例」の規定（第１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物は、この

限りでない。 

(2) 第１号において、区長の認定を受け建替えを行った建築物で、災害等の発生によ

り特別な措置が必要なものと区長が認めて許可したものについては、絶対高さ制限

に限り適用しない。この場合において、区長が許可するときは、あらかじめ、学識

経験者等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

１１ 絶対高さ制限に係る経過措置 

本項の規定の告示の日以前又は告示の日から起算して５年を超えない日までに建物

の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第６２条第１項、第６９条第

１項、又は第７０条第１項に規定する建替え決議に基づく建築物で、区長が認めたも

のについては、当該建築物に係る絶対高さ制限について、なお従前の例による。 

 



 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
低
限
度
） 

 

既決定地区 

 

・世田谷通

り 

地区 

・目黒通り 

地区 

 

約  ha 

42.6 

 

建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）の

最低限度は７メートルとする。 

ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部

分については、この規定は適用しない。 

(1) 都市計画施設の区域内の建築物 

(2) 高さが７メートル未満の建築物の部分の水平投影面積

の合計が建築面積の２分の１未満かつ１００平方メー

トル未満の建築物の当該部分 

(3) 増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７

条の７第１号及び第２号に定める範囲のもの 

(4) 付属建築物で平屋建のもの（建築物に付属する門又は

へいを含む。） 

(5) 地下若しくは高架の工作物又は道路内に設ける建築物

その他これらに類するもの 

(6) その他の建築物で特定行政庁（当該建築物に関する基

準法上の事務について権限を有する特定行政庁をい

う。）が公益上又は土地利用上やむを得ないと認めて許

可したもの 

 

小 計 
約  ha 

42.6 

  

  合 計 

約  ha 

5,595.5 

(5,595.6) 

  

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由： 放射２３号線沿道地区地区計画の決定及び世田谷西部地域大蔵･岡本･鎌田･瀬田地区地区

計画の変更に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更する。 



変 更 概 要 

 

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考 

世田谷区羽根木二丁目、大

原二丁目及び松原一丁目

各地内 

第１種高度地区 １９m第２種高度地区 約 1.8 ha  

世田谷区大原二丁目地内 ２８m第３種高度地区 １９m第２種高度地区 
約 0.0 ha 

（約 230 ㎡） 
 

世田谷区大原二丁目地内 １９m第２種高度地区 第３種高度地区 
約 0.0 ha 

（約 50 ㎡） 
 

世田谷区大原二丁目地内 ２８m第３種高度地区 第３種高度地区 
約 0.0 ha 

（約 270 ㎡） 
 

世田谷区大蔵六丁目及び

鎌田四丁目各地内 
第１種高度地区 １９ｍ第２種高度地区 約 2.4 ha  

 

 




